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教 育 委 員 会 規 則 

 

滋賀県教育財産管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

 滋賀県教育委員会教育長 村 井 泰 彦 

滋賀県教育委員会規則第２号 

滋賀県教育財産管理規則の一部を改正する規則 

滋賀県教育財産管理規則（昭和40年滋賀県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

目次中「・第25条」を削り、「第26条」を「第25条」に改める。 

第２条第３号中「財産の所属を移す」を「教育財産に関する事務の分掌を他の学校その他の教育機関に変更する」

に改める。 

第３条の見出し中「所属」を「所管」に改め、同条中「行なう」を「所掌する」に、「に所属させるものとする」

を「の所管に属させる」に改め、同条ただし書中「その所属」を「所管」に改める。 

第４条第１項中「行なう」を「行う」に改め、同条第２項中「行なう」を「行う」に、「所属」を「所管」に、「の

管理の状況について、」を「に係る次に掲げる事項について」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項

に次の各号を加える。 

(1) 教育財産の維持、保存および使用目的の適否 

(2) 電気、ガス、給排水その他諸施設の良否 

(3) 土地の境界の確認および無断使用の有無 

(4) 財産台帳および附属図面と所管財産との照合 

(5) 使用の許可をし、または貸し付けた教育財産の使用の状況 

(6) その他教育財産の管理上必要な事項 

第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

第９条の見出しを「（普通財産の教育財産への変更）」に改め、同条中「教育財産の用途を開始」を「所管する普

通財産を教育財産に変更」に改め、「必要な」を削り、「あらかじめ教育長に届け出」を「教育長の承認を受け」に

改め、同条第２号中「用途開始予定年月日」を「教育財産としての用に供する予定年月日」に改める。 

第11条第１項中「の各号」を削り、同項中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を第
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６号とし、同条第２項中「とき」を「場合にあつて」に、「を添付すること。）」を「）を添付しなければならない。」

に改める。 

第12条中「所属」を「所管」に改め、「の各号」を削り、「に申し出」を「の承認を受け」に改める。 

第13条中「の使用期間」を「に係る地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第７項の規定による使用の許可

の期間」に、「こえる」を「超える」に改め、同条ただし書中「ただし、」の右に「特殊の用途に供する場合または」

を、「もの」の右に「で教育長の承認を受けた場合」を加える。 

第14条第１項に次の１号を加える。 

(10) その他必要と認める事項 

 第14条に次の１項を加える。 

２ 教育財産の使用料を減免して許可を行う場合その他必要があると認める場合は、一定の用途ならびにその用途に

供しなければならない期日および期間を指定して許可しなければならない。 

第15条および第16条を次のように改める。 

（使用許可の手続） 

第15条 教育財産の使用の許可を受けようとする者は、教育財産使用許可申請書（別記様式第２号）に関係書類を添

えて、当該財産を所管する学校その他の教育機関の長を経由して教育長に提出しなければならない。 

２ 学校その他の教育機関の長は、前項の規定による申請に係る使用が引き続き４日以上の使用または異例に属する

使用である場合において、当該財産の使用の許可をしようとするときは、当該教育財産使用許可申請書に次に掲げ

る事項を明らかにした副申書および次条第１項の許可書の案を添えて教育長に提出し、教育長の承認を受けなけれ

ばならない。 

(1) 当該財産の財産台帳記載事項 

(2) 使用を許可しようとする理由 

(3) 使用目的 

(4) 使用数量および使用期間 

(5) 使用料およびその算定の根拠 

(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由 

(7) 現に使用の許可を受けている者に係るものにあつては、現在の財産の使用の状況 

(8) 使用許可についての意見 

(9) その他参考となる事項 

３ 学校その他の教育機関の長は、第１項の規定による申請に係る教育財産の使用が引き続き４日未満の使用である

場合は、前項各号に掲げる事項を明らかにした上で、当該財産の使用の許可をすることができる。 

（使用許可書） 

第16条 前条第１項の教育財産の使用の許可をするときは、次に掲げる事項を記載した許可書を申請者に交付するも

のとする。 

(1) 申請者の住所および氏名 

(2) 使用財産の所在地名および名称ならびに数量 

(3) 使用目的 

(4) 使用期間 

(5) 使用料ならびに納入の期限および方法 

(6) 使用許可の条件 

(7) その他必要な事項 

２ 学校その他の教育機関の長が前条第３項の規定により教育財産の使用の許可をしようとするときは、前項各号に

掲げる事項を記載した許可書を申請者に交付するものとする。 

第17条中「学校その他の教育機関の長は、使用者が」を「使用者は、」に、「の変更を希望」を「を変更しようと」

に、「別記様式第４号）を提出させ」を「別記様式第３号）を当該使用財産を所管する学校その他の教育機関の長を

経由して教育長に提出し」に改める。 

第18条中「添えて」の右に「、当該使用財産を所管する学校その他の教育機関の長を経由して」を加える。 

第19条第１項中「使用期間」を「使用の許可の期間」に改め、「または」の右に「許可の」を加え、「別記様式第５

号）を」を「別記様式第４号）を当該使用財産を所管する学校その他の教育機関の長を経由して」に改める。 

第19条の２中「滋賀県の行政財産の貸付け」を「県財産規則第29条第１項の規定」に改める。 

第20条を次のように改める。 
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（教育財産台帳） 

第20条 教育長は、教育財産に係る台帳（以下「台帳」という。）を作成するものとする。この場合の台帳の様式に

ついては、県財産規則別記様式第13号から別記様式第26号までの様式の例による。 

２ 台帳は、当該台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては

認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以

下同じ。）をもつて、当該台帳に代えることができる。 

３ 学校その他の教育機関の長は、電磁的記録により作成されない場合にあつては、その所管に属する教育財産につ

いて台帳の副本を備え、財産の価格、数量等について変動を生じたときは、台帳の副本を修正しなければならない。 

４ 教育長は、台帳に附属すべき実測図、配置図、平面図、その他関係図面を備え置かなければならない。 

第21条の見出し中「修正」を「修正等」に改め、同条第１項中「学校その他の教育機関の長」を「教育長」に、「そ

のつど副本に記載し、附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない」を「その都度、台帳を修正

するものとする」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 教育長は、教育財産の変動について台帳に記載する場合において、附属図面があるときは、その附属図面を修正

するものとする。 

第22条中「および副本の記載」を「の記載および証拠書類」に、「第65条」を「第66条」に改める。 

第23条の見出しを「（使用許可台帳等）」に改め、同条第１項中、「使用許可の」を「使用許可または貸付の」に、

「使用許可台帳（別記様式第６号）」を「、使用許可台帳および貸付台帳（以下「使用許可台帳等」という。）」に、

「そのつど」を「その都度、」に改め、同項ただし書中「使用期間」を「使用許可または貸付けの期間」に、「台帳」

を「使用許可台帳等」に改め、同条第４項を削り、同条第３項中「第１項の台帳」を「使用許可台帳等」に改め、「許

可」の右に「または貸付け」を加え、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項の台帳」を「使用許可台帳等」に、

「関係図面に」を「関係図面を」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 使用許可台帳等の様式については、県財産規則別記様式第27号および別記様式第28号の様式の例による。 

第24条を削る。 

第25条第１項中「所属」を「所管」に、「き損」を「毀損」に改め、「事故」の右に「（以下「事故」という。）」

を加え、「とり」を「とるとともに教育長にその旨を報告し」に、「被害の状況および被害金額の概算を適宜の方法

により教育長」を「遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書により詳細」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 被害財産の名称、所在地および地番 

(2) 事故の原因および発生の日時 

(3) 被害の状況 

(4) 被害財産の保全または復旧のためにとつた応急措置 

(5) 損害見積額および復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額 

(6) 使用財産にあつては、事故に対する使用者の責任の有無 

(7) 使用者に責任がある場合にあつては、使用者の損害賠償負担能力 

(8) その他参考となる事項 

第25条第２項を削り、同条を第24条とし、第26条を第25条とする。 

別記様式第１号から別記様式第４号までを次のように改める。 
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別 記 

様式第１号（第10条関係） 

 

所属替え教育財産引継書 

 

  教育財産を下記のとおり所属替えすることになつたので、引き継ぐ。 

 

 

      年  月  日 

（旧所属機関の長）         □印 

 

 

（新所属機関の長）         □印 

 

 

記 

 

１ 引継前の所属口座  

   口座名称（口座番号          ）： 

   分類（財産表分類コード        ）：（分類） 行政財産 

                       （中小分類） 

   本庁の主管課（局）名（所属コード   ）： 

   財産事務取扱者名（所属コード       ）： 

 

２ 引継後の所属口座 

   口座名称（口座番号          ）： 

   分類（財産表分類コード        ）：（分類） 行政財産 

                       （中小分類） 

   本庁の主管課（局）名（所属コード    ）： 

   財産事務取扱者名（所属コード       ）： 

 

３ 引継対象となる物件 

   土地筆数    筆（公簿地積合計    平方メートル） 

   建物棟数    棟（延床面積合計    平方メートル） 

   用益物権    件 

   工作物     件 

 

   借受土地        件    使用許可      件 

   借受建物        件    使用承認      件 

   その他（     ）  件    貸付け       件 

 

４ 添付書類 

   台帳（台帳副本）の写し 

   登記事項証明書 

   関係図面（公図の写し、位置図、平面図、実測図その他必要な図面） 

   当該財産を取得した際の契約書等の写し 

   当該財産の時価見積額 

   その他参考となる資料 
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様式第２号（第15条関係） 

 

教育財産使用許可申請書 

 

 年  月  日 

 （宛先） 

  滋賀県教育委員会教育長 

申請者 住所                 

氏名                 

（法人にあつては、その名称および代表者氏名） 

 

滋賀県教育財産管理規則第14条第１項に規定する使用許可条件を遵守し、下記のとおり教育財産の使用許可を受

けたいので申請します。 

 

記 

 

使 
 

用 
 

財 
 

産 
 

の 
 

表 
 

示 

施設の名称（口座名称）           （         ） 

所 在 地   

土 地 使用部分・地積                          ㎡ 

建 物 使用部分・面積 ㎡（建坪）    ㎡（延べ坪） 

その他財産 

種 類   

使用部分・数量等   

使 用 目 的 お よ び 用 途   

使 用 希 望 期 間       年  月  日から    年  月  日まで 

使 用 希 望 時 間    時   分から      時   分まで 

使 用 許 可 申 請 理 由   

当該使用財産に係る管理責任者   

添 付 書 類 

１ 関係図面（使用箇所を明記すること。）、設置場所の写真 

２ 使用目的が食堂等で運営に資格等が必要なものにあつては、当

該資格等を有することを証する書類の写し 

備 考   
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様式第３号（第17条関係） 

 

教育財産原状（使用目的）変更許可申請書 

 

 年  月  日 

 （宛先） 

  滋賀県教育委員会教育長 

申請者 住所                 

氏名                 

（法人にあつては、その名称および代表者氏名） 

 

下記のとおり使用許可財産の原状（使用目的）の変更の許可を受けたいので申請します。 

 

記 

 

使 用 財 産 の 表 示 

 

 

 

 

 
 

使 用 許 可 期 間 

 

 

      年  月  日から    年  月  日まで 

 

 
 

現 在 の 使 用 目 的 お よ び 用 途 

 

 

 

 

 
 

原 状 ま た は 使 用 目 的 を 

変 更 し よ う と す る 理 由 

 

 

 

 

 
 

原状または使用目的を変更しようと 

する部分を明示した平面図、配置図 

 

 

別添図面のとおり 

 

 

備 考 
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様式第４号（第19条関係） 

 

教育財産返還届 

 

年  月  日 

 （宛先） 

  滋賀県教育委員会教育長 

届出者 住所                 

氏名                 

（法人にあつては、その名称および代表者氏名） 

 

  下記のとおり使用していた教育財産を返還します。 

 

記 

 

返 還 す る 教 育 財 産 の 表 示 

 

 

 

 

 
 

使 用 許 可 年 月 日 

お よ び 許 可 番 号 

 

      年  月  日付け 第          号 

 
 

使 用 目 的 お よ び 用 途  

 

 

 

 
 

使 用 期 限 

 

      年  月  日から    年  月  日まで 

 
 

使 用 時 間 

 

        時   分から      時   分まで 

 
 

使 用 料 完 納 日 円      年  月  日 

返 還 し よ う と す る 理 由 

 

□ 許可（貸付）期間の満了 

 □  

 

 

備 考 
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別記様式第５号から別記様式第７号までを削る。 

付 則  

１ この規則は、令和８年７月１日より施行する。 

２ この規則の施行の際に現にある改正前の滋賀県教育財産管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整を加えて使用することができる。 

 

滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

令和８年３月31日 

 滋賀県教育委員会教育長 村 井 泰 彦 

滋賀県教育委員会規則第３号 

滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則の一部を改正する規則 

滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則（昭和34年滋賀県教育委員会規

則第９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「副参事」の右に「、専門幹」を加え、同条中第13項を第14項とし、第８項から第12項までを１項

ずつ繰り下げ、第７項の次に次の１項を加える。 

８ 専門幹は、当該機関の事務のうち、当該機関の長が指定する専門的な事務を処理する。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

滋賀県教育委員会標準的な職を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

 滋賀県教育委員会教育長 村 井 泰 彦 

滋賀県教育委員会規則第４号 

滋賀県教育委員会標準的な職を定める規則の一部を改正する規則 

滋賀県教育委員会標準的な職を定める規則（平成28年滋賀県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項の表中「教育ＩＣＴ化推進室長および健康福利室長ならびに」を「健康福利室長および」に改め、同

条第２項の表中「、教育委員会事務局の」の右に「教育ＩＣＴ化推進室長および」を加える。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

滋賀県教育委員会の事務部局の職員のうち指導主事の数を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月31日 

 滋賀県教育委員会教育長 村 井 泰 彦 

滋賀県教育委員会規則第５号 

滋賀県教育委員会の事務部局の職員のうち指導主事の数を定める規則の一部を改正する規則 

滋賀県教育委員会の事務部局の職員のうち指導主事の数を定める規則（昭和49年滋賀県教育委員会規則第６号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「15人」を「14人」に改める。 

付 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則を廃止する規則付則第２項の規定によりなおその効力を有す

るものとされる同規則による廃止前の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

令和８年３月31日 

 滋賀県教育委員会教育長 村 井 泰 彦 

滋賀県教育委員会規則第６号 

滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則を廃止する規則付則第２項の規定によりなおその効力を

有するものとされる同規則による廃止前の滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則の一部を改正
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する規則 

滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則を廃止する規則（平成14年滋賀県教育委員会規則第７号）付

則第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による廃止前の滋賀県地域改善対策高等学校等修学

奨励資金貸与規則（昭和62年滋賀県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第13条中「奨励資金の貸与を受けた者（その者がその父母と同居しておらず、かつ、他の者の収入によつて生計を

維持している場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者またはその父母）」を「次の各号に掲げる免除の区分に応

じ当該各号に定める者」に、「にその」を「に同条第１項または第２項に規定する事由に該当する」に改め、同条に

次のただし書および各号を加える。 

ただし、同条第１項に規定する事由（奨励資金の貸与を受けた者の所在不明に係るものに限る。）に該当する場合

であつて教育長が認めるときは、当該書類の添付を要しない。 

 (1) 条例第９条第１項の規定による免除 奨励資金の貸与を受けた者（その者の死亡または所在不明に係る免除の

場合におけるその者を除く。）、その父母その他教育長が別に定める者 

 (2) 条例第９条第２項の規定による免除 奨励資金の貸与を受けた者（その者がその父母と同居しておらず、かつ、

他の者の収入によつて生計を維持している場合にあつては、奨励資金の貸与を受けた者またはその父母） 

付 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

教 育 委 員 会 訓 令 

 

滋賀県教育委員会訓令第１号 

滋賀県立学校職員服務規程（昭和53年滋賀県教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月31日 

 滋賀県教育委員会教育長 村 井 泰 彦 

第９条第２項中「７の項および８の項」を「４の項および５の項」に改める。 

第９条の２第２項中「別表第２の７の項」を「別表第２の４の項」に改める。 

第９条の３第２項中「別表第２の８の項」を「別表第２の５の項」に改める。 

付 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 

滋賀県教育委員会訓令第２号 

滋賀県教育委員会事務局職員服務規程（昭和29年滋賀県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月31日 

 滋賀県教育委員会教育長 村 井 泰 彦 

第７条第２項中「７の項および８の項」を「４の項および５の項」に改める。 

第７条の２第２項中「別表第２の７の項」を「別表第２の４の項」に改める。 

第７条の３第２項中「別表第２の８の項」を「別表第２の５の項」に改める。 

付 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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